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Ⅰ 概 要 

 
１ 事業名等 

（1） 事業名：琉球大学病院（新キャンパス）外来患者用立体駐車場整備等事業（以下

「本事業」という。） 

（2） 発注者  ：国立大学法人琉球大学 学長 西田 睦 

（3） 契約締結者：国立大学法人琉球大学 学長 西田 睦 
 
 

２ 目 的 

琉球大学（以下「本学」という。）の医学部および病院（以下「本院」という。）が移

転する普天間キャンパス（仮称）では，外来患者及び病院利用者の平面駐車場台数が

不足しており，利用者の満足度への影響や地域住民や周辺の交通への影響も生じる

可能性がある。 

しかし，平面駐車場での更なる台数確保は難しく，外来患者及び病院利用者が快適

に本院を利用する上で，立体駐車場の整備は必要不可欠なものであり，患者をはじめ

とした病院利用者へのサービス向上の充実を図るため，公募により立体駐車場及び民

間事業者の提案する付帯施設（以下「付帯施設」という。）の建設，維持管理，付帯

施設の一部運営を行う民間事業者（以下「事業者」という。）を選定することとし

た。 

本事業は，事業者の資金と経営能力等によって施設を建設し，維持管理及び付帯施

設の一部運営を委ねることで，良好な保全状態を維持し，長期的な観点で維持管理経

費の節減を図ることも目的としている。 

 
３ 事業期間 

事業開始日から３０年以内で事業者が提案し，本学が承認した期間を事業期間とす

る。 

 
４ 事業場所 

沖縄県宜野湾市字新城大道原 443-1 他 

 

５ 基本事項 

（1） 事業者は，患者をはじめとした病院利用者等の利便性を向上させる場を提供するため

本公募要項及び添付資料一式（以下，「公募要項等」という。）の内容を満たす範囲

で提案により施設を整備し，維持管理する。 

（2） 本事業実施による必須施設は，「自走式立体駐車場」（以下「立体駐車場」とい

う。）及び「付帯施設」とする。 

（3） 付帯施設は，「将来的にレストランに転用可能な多目的室」，「本学スタッフが利用

する会議室」とする。 
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（4） その他施設は自由提案とし，患者・病院利用者の利便性を向上させる施設，本

学教職員の地域医療等への貢献に繋がる施設等を提案することとする。また，事

業者が収益事業等を行うことを可とする。 

 
６ 事業の内容 

（1） 業務内容 

事業者は，施設の整備（設計，建設））,維持管理，付帯施設の運営及びその他

の下記関連業務を行うこととする。 

事業者は自ら資金調達を行い，本学が指定する本学敷地内の一部用地（以下 

「事業用地」という。）に立体駐車場，付帯施設を建設し，建設後に所有権を本

学に移すことを基本としている。その後，事業期間にわたる維持管理，運営を行

う事業者の幅広い提案を求めるものであることから，維持管理，運営などの業務

について具体的な提案を提示すること。また，事業者が収益事業を行うために必

要となる施設は，本学から事業者に事業期間にわたり貸し出すことを原則とし， 

事業実施のため，必要な手続きを事業者負担で行うこととする。なお，本事業に

より整備する立体駐車場の維持管理及び運営業務については，委託業務として本

学が別途選定した業者へ委託することを想定している。 

ただし，本学にとって優れた提案であると判断した場合は，この限りではない。 

① 施設整備 

事業者は，立体駐車場等及び付帯施設の設計，工事監理，建設並びにこれら

を実施する上で必要となる行政手続き，各種調査（敷地測量等）），電気，電

話，ガス，上下水道に関わる協議，必要であれば近隣住民への説明等を行うも

のとする。 

i. 事前調査業務（敷地測量・土地調査等を含む。）及びその関連業務 

ii. 施設整備に係る設計（基本設計・実施設計）及びその関連業務 

・事業者は，基本協定締結後，関係法令に基づいて書類を作成し各種申請を

行うとともに，本学に事前説明及び事後報告を行う。 

・事業者は，要求水準書，事業者の提案書等に基づき，本学担当者と十分な

協議を実施し，基本・実施設計を行う。 

iii. 施設整備に係る建設工事及びその関連業務 

iv. 施設整備に係る備品等の調達及びその関連業務 

v. 工事監理業務 

vi. 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 

② 維持管理 

事業者は，事業期間中，要求水準書および事業者からの提案に則り，維持
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管理業務を行うこととする。 

 

（2） 施設整備及び整備後の維持管理，運営業務における本学の負担金 

事業者は，提案した内容に基づいて，入居者等の収入及び自らの資金により施

設を整備する。維持管理及び運営業務における本学の負担金については，要求水

準書を参照すること。 

 

（3） 店舗の入居者条件，入居者賃料の設定等について 

本学から事業者に貸与する入居者条件，入居者賃料の設定等は以下のとおり

とする。 

① 賃貸借契約締結時の条件 

入居者との賃貸借契約は，事業者と本学で締結することとし，入居者が応募

企業もしくは構成員の場合，事業者が入居者を提案できることとする。なお，

事業者と本学との事業契約に定める期間を超えた賃貸借契約を締結すること

はできない。 

② 入居者賃料の設定等について 

使用料として事業者は本学に賃料を支払うものとする。契約単価は、医療関

連収益事業店舗は4,500円／㎡（月額）以上，その他収益事業店舗は500円／㎡

（月額）以上とし，事業者からの提案により契約単価を決定するものとする。 

入居者については事故等に備えてリスクを分散できる保険に加入すること

を条件とする。また，事業者への入居者等の家賃保証等は行わない。 

入居者は事業者の提案とするが，「国立大学法人法」の目的に合致し，本学の

同意を得ることを条件として，自らの提案により，自らの収益に資する入居者

を募集することができる。ただし，必要な行政手続等は自ら行うとともに，施

設利用者の利便性を考慮した入居者に限定すること。 

 

（4） 権利義務の制限等 

事業用地上の施設を第三者に譲渡，又は担保の用に供することを禁止する。 

 

（5） 既存施設の撤去等 

整備用地の既存構築物，電気配線・給水管・ガス管等（以下「埋設管」という）

及び埋蔵物の撤去並びに整地は，事業者の負担とする。但し，予期しない地中埋

設物等の撤去，盛替え等が発生する場合は，本学及び事業者双方協議の上，対応

することとする。 
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Ⅱ 事業スケジュール 

日時 事業内容 

R5.2.10 公告 

R5.2.10～R5.2.28 公募要項等の配布 

  公募期間R5.2.10～R5.4.7 

R5.2.16 公募説明会 

R5.2.10～R5.2.28 公募要項等に関する質問受付 

R5.2.28 公募要項等に関する質問への回答（随時回答） 

R5.2.28 参加資格確認申請書等の提出期限 

R5.3.10 参加登録可否の通知 

R5.4.7 提案書類の提出期限 

R5.4月中旬 ヒアリング 

R5.5.19 優先交渉権者の決定（選定結果の通知） 

R5.5.26 基本協定書の締結 

R5.6.2 事業契約書等の締結 

R5.6～R6.12 施設整備（工事）予定期間 

R7.1～ 事業開始（予定） 
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Ⅲ 参加資格要件 

（1） 応募者の構成等 

応募者は，単独企業（以下「応募企業」という。）又は複数の企業で構成され

るグループ（以下「応募グループ」という。）とし，応募企業又は応募グループを

構成する企業（事業者への出資を予定する企業をいい，以下「構成員」という。） のいずれ

も，下記(3)に示す要件を満たすこととする。応募グループで申し込む場合には代

表となる企業（以下「代表企業」という。）を定め，参加資格確認申請書の提出時

に代表企業名を明記し，必ず代表企業が応募手続を行うこととする。 

なお，参加資格確認申請書提出後における応募グループへの構成員の追加及び

変更は認めないものとする。 ただし，止むを得ない事情がある場合においては，

本学の承諾を得ることを前提として，追加及び変更を認めるものとする。 

 

（2） 複数応募の禁止 

応募者の構成員，協力企業及びこれらのいずれかと資本関係又は人事面で関係

のある者は，他の応募者又は他の応募者の構成員若しくは協力企業になることは

できない。 

 

（3） 応募企業，応募グループの構成員に係る共通の参加資格要件 

応募企業又は応募グループの全ての構成員は，次に掲げる条件をすべて満たす

者であること。 

① 国立大学法人琉球大学会計実施規程（以下「会計規程」という。）第１４

条の規定に該当しない者であること。 

② 応募申込から基本協定書の締結が終了するまでの期間に，文部科学省から

「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１８年１月２０

日付け１７文科施第３４５号文教施設企画部長通知）に基づく指名停止措置

を受けていない者であること。また，同期間に，本学から取引停止措置を受

けていない者であること。 

  ③ 破産法，民事再生法，会社更生法及び会社法に基づき，破産手続き，再生手

続き，更生手続き及び特別精算手続き開始の申立てがなされていない者であ

ること。 

④ 不正及び不誠実な行為がない者であること。 

⑤  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定義する者が，支配

人，無限責任社員，取締役，監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任して

いないこと。また，実質的に経営等に関与している団体等ではないこと。 

⑥ 警察当局から，暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる
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者として，文部科学省発注工事等からの排除要請があり，当該状態が継続して

いる者でないこと。 

 

（4） 応募企業，応募グループの代表企業に係る参加資格要件 

応募企業又は応募グループの代表企業は，国の競争参加資格（全省庁統一資格）

において令和５年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」の「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」

又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。また，平成２５年度以降に契

約の締結を行った，国，特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律 第一条の政令で定める法人をいう。）又は地方公共団体の発注するＰＰＰ

事業又はＰＦＩ事業の実績を有すること。 

 

（5） 応募企業，応募グループの構成員に係る各担当業務別の参加資格要件 

応募企業は，次に掲げる要件を全て満たす者であること。また，応募グループに

おいては，各業務を担当する構成員が，各担当において求められる要件を全て満た

す者であること。なお，応募グループにおいて，同一企業が複数の業務を担当して

も差し支えなく，また，同一業務を複数の構成員で実施しても差し支えない。ただ

し，この場合，当該業務を担当する全ての構成員が当該業務で求められる全ての要

件（ただし，②ⅲ.を除く。）を満たすものとする。 

① 設計・工事監理業務 

i. 文部科学省における令和５・６年度設計・コンサルティング業務に係る有資

格業者として「建築関係設計・施工管理業務」の業種で登録されている者で

あること。 

ii. 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

② 建設業務 

i. 文部科学省における建築一式工事に係る令和５・６年度のＡ又はＢ等級の一

般競争参加資格の認定を受けていること。 

ii. 九州・沖縄地区内に建設業法に基づく許可を有する本店，支店又は営業所が

所在すること。 

iii. 平成１８年度以降に元請として完成・引渡を行った下記の要件を満たす同

種工事の実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は，出資比

率が，２０％以上のものに限る。） 

・２層３段以上の鉄骨造の立体駐車場工事を施工した実績を有する者である

こと。 

iv. 複数の構成員で建設業務を実施する場合にあっては，建設業務を担当する構  

成員のうち１者以上が上記の施工実績を有すること。 
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（6） その他 

応募企業又は応募グループの代表企業は，本公募要項において求めた条件に関し，

説明を求められた場合は，応募企業又は応募グループの代表企業の負担において，

完全な説明をしなければならない。 
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Ⅳ 応募方法等 

 
１ 公募説明会 

（1） 実施日時 令和５年２月１６日（木）１６時から 

（2） 場所 管理棟３階大会議室  

      ※ただし，参加人数によっては変更されることがある。 

（3） 参加方法 事前に連絡の上，企業名，参加人数を伝達すること。 

  ※新型コロナ感染症の流行状況により，オンライン開催となる場合

がある。 

（4） 受付先 国立大学法人琉球大学上原キャンパス事務部管理課調達第二係 

 電話番号 ０９８－８９５－１０６６ 
 

２ 公募要項等に関する質問受付及び回答 

（1） 受付期間  

令和５年２月１０日（金）から 

令和５年２月２８日（火）１７時００分まで 

（2） 受 付 先 

〒９０３－０２１５ 沖縄県中頭郡西原町上原２０７ 

国立大学法人琉球大学上原キャンパス事務部管理課調達第二係 

電話番号 ０９８－８９５－１０６６ 

ＦＡＸ  ０９８－８９５－１０９１ 

メールアドレス ikktyd2@acs.u-ryukyu.ac.jp       

（3） 提出方法 

公募要項等の申込者のうち質問がある者は，質問書に記入し，受付期間内に電子メ

ールにより上記受付先へ提出するものとする。なお，原則として口頭，電話等による

質問等は受付けない。 

（4） 回 答 

令和５年２月２８日（火）まで随時回答する。 

なお，提出された質問等に関する回答については，原則として質問者を特定できな

いようにした上で，公募要項等の申込者すべての者に，電子メールで公表する。ただ

し，事業者の提案事項等に抵触する場合は，非公開とすることも可とする。 

 
３ 参加資格確認申請書等の提出 

応募事業者は，「Ⅲ 参加資格要件」に掲げる参加資格を有することを証明するため，

「参加資格要件確認申請書（様式2）」を本学に提出しなければならない。 
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（1） 提出期限 

令和５年２月２８日（火）１７時００分まで 

（2） 提 出 先 

２(2)と同じ 

（3） 提出書類及び部数 

参加資格確認申請書（様式集作成要領等を参照のこと） を１部提出すること。ま

た，書類とは別に，提出書類一式をＰＤＦ化し，ＣＤ－Ｒ１枚に保存し，提出するこ

と。 

（4） 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。（郵送の場合は，配達の記録が残る方法とし，

提出期限内に必着のこと。） 

 

４ 参加登録可否通知書の送付 

（1） 令和５年３月１０日（金）頃までに参加登録可否通知を送付する。 

（2） 本参加登録可否通知により，「可」と評価された事業者には，登録受付番号を併せて通

知するので，提案書類提出の際に本登録受付番号を記載すること。 

（3） なお，本参加登録可否通知により，「否」と評価された事業者は，次の実質審査の対象

とならない。（詳細は，「Ⅴ 優先交渉権者選定方法」を参照） 

 
５ 提案書類の提出 

応募事業者は，本事業に対する提案内容を記載した提案書類を，以下に従い提出

すること。 

（1） 提出期限  

令和５年４月７日（金）１７時００分まで 

（2） 提 出 先 

２(2) と同じ 

（3） 提出書類 

提案書 正本１部，副本１０部，提案書類一式をＰＤＦ 化したＣＤ－Ｒ１枚（様式

集提案書作成要領等を参照のこと） 

（4） 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。（郵送の場合は，配達の記録が残る方法とし，

提出期限内に必着のこと。） 

（5） 記載方法等の問合せ先 

提案書各様式の記載方法等事務的な質問に限り問合せを受付ける。その結果，必要

と判断した場合は，質問者のほか参加登録者すべてに回答する。なお，問い合わせ先
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は，２（2）と同じとする。 

 
６ ヒアリング 

優先交渉権者の選定にあたり，ヒアリングを実施する。なお，ヒアリングの日時及

び場所，留意事項等については別途連絡する。 
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Ⅴ 優先交渉権者選定方法 

 
１ 選定方式等 

（1） 優先交渉権者の選定は，「公募型プロポーザル方式」により実施する。 

（2） 選定に当たっては，本学に「琉球大学病院（新キャンパス）外来患者用立体駐

車場整備等事業公募・選定委員会」（以下「公募・選定委員会」という。）を設置す

る。なお，委員名は公表しない。 

 
２ 選定方針 

（1） 選定は，次の２段階とする。 

① 基礎審査 

提出された参加資格確認申請書等に基づき，参加資格を満たしているかを審査す

る。基礎審査により，参加資格を満たしていない事業者は，次の実質審査の対象と

しない。 

② 実質審査 

提出された提案書類に基づき，提案内容の書類評価及びヒアリングを実施し，優先交

渉権者を決定する。
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       ↓ 

 
                資格要件を満たしていない 

 
                基礎審査事業能力を有している 

 

       ↓ 

 
                （評価項目に関する採点及び確認事項の洗い出し） 

 

       ↓ 
 
                  （プレゼン及び審査委員による質疑） 

 

       ↓ 

 
                  （ヒアリングを受けて，評価項目に関する最終採点） 

 

３ 選定のフロー図 

選定の流れは，下図のとおりである。 

 

 

 

 

参加資格審査 

 
 

 

参加登録通知 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

  
 
↓ 
 

 
 

 

 

本学による優先交渉権者の決定 

公募・選定委員会による優先交渉権者

の選定 

審査結果の通知 

基礎審査 
参加資格確認申請書受理 

参加資格審査 失格 

実質審査 
提案書受理 

提案書類審査 

ヒアリングの実施 

総合評価 
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４ 実質審査方法 

（1） 評価項目について，提出書類及びヒアリングにより総合的に審査する。  

なお，ヒアリングの日時及び場所，留意事項等については，別途通知する。 

（2） 評価項目及び審査のウエイトは次のとおりである。 

① 事業概要〔審査のウエイトは３００分の２０〕 

② 事業スケジュール〔審査のウエイトは３００分の３０〕 

③ リスク管理〔審査のウエイトは３００分の１０〕 

④ 施設の概要・施設整備提案内容〔審査のウエイトは３００分の５０〕 

⑤ 施設維持管理〔審査のウエイトは３００分の１０〕 

⑥ 施設運営〔審査のウエイトは３００分の５０〕 

⑦ 資金調達・事業収支計画〔審査のウエイトは３００分の１５〕 

⑧ 事業の安定性・継続性〔審査のウエイトは３００分の１０〕 

⑨ 自由提案〔審査のウエイトは３００分の１０〕 

⑩ 立体駐車場整備台数〔審査のウエイトは３００分の５０〕 

⑪ 平面駐車場整備台数〔審査のウエイトは３００分の２０〕 

⑫ 提案賃料収入〔審査のウエイトは３００分の１５〕 

⑬ 沖縄県内事業者の参画（審査のウエイトは３００分の１０） 

（3） 公募・選定委員会は，評価点数が最も高い応募事業者を優先交渉権者として

選定する。また，次順位の応募事業者を次点者として選定する。 

なお，応募した事業者が１者の場合でも，公募・選定委員会の評価を行い，

その結果，優先交渉権者とならない可能性もある。 

（4） 公募・選定委員会の選定結果を受けて，本学として優先交渉権者を決定

する。併せて，審査結果について提案書提出者に通知する。 

（5） 提案項目①～⑨について，採点基準は以下のとおりとする。 

A： 提案内容が優れており，かつその効果が期待できる 配点×1.00 

B： 提案内容の効果が期待できる    配点×0.75 

C： 提案内容の効果がある程度期待できる   配点×0.50 

D： 要求水準，各種要件を満たしている程度   配点×0.25 

E： 要求水準，各種要件を満たしていない   配点×0.00 

※ 得点化の際は，小数点第3位以下は四捨五入し，少数点第2位までを求め

る。 

※ なお，提案項目①～⑧について，E評価が１つでもある場合は，要求水準未

達もしくは要件未達として失格とする。 

（6） 提案項目⑩について，採点方法は以下のとおりとする。 

立体駐車場の提案台数２/６００２×４０点 

ただし，最大５０点までとする。 
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（7） 提案項目⑪について，採点方法は以下のとおりとする。 

平面駐車場の提案台数２/１８０２×１６点（配点による） 

ただし，最大２０点までとする。 

（8） 提案項目⑫について，採点方法は以下のとおりとする。 

提案金額/応募者の中で示された最も高い提案金額×１５点（配点による） 

（9） 提案項目⑬について，採点方法は以下のとおりとする。 

① 応募企業又は応募グループの代表企業が沖縄県内に 

・本社，支社，又は支店を有する場合  １０点 

・営業所又は出張所等を有する場合   ５点 

② 応募グループの代表企業が沖縄県内に本社，支社，支店，営業所又は，出張

所等を有しないが，応募グループ構成企業が沖縄県内にこれを有する場合 

３点 

 

５ 審査の無効 

次のいずれかに該当する場合は，無効とする。 

（1） 虚偽の記載をした場合。 

（2） 送付により提案書類を提出する場合において，その送付された提案書類が定

められた日時までに定められた場所に到着しない場合。 

（3） 提案書類のうち，見積書の記載事項が不明又は所定の場所への記名若しくは

押印がない場合。 

（4） 提案書類が不足する場合。 

（5） 不正な行為があった場合。 

（6） 参加資格要件を欠くこととなった場合。 

 
６ 留意事項 

（1） 本学は，提案書類の提出をもって，応募事業者が本公募要項の記載内容及び

条件を承諾したものとみなす。 

（2） 提案書に使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

（3） 提案書提出後の修正は原則認めない。 

（4） 提案審査にあたり，公募・選定委員会が必要と認める時は，応募事業者から

必要最小限の範囲で追加資料の提出を求める場合がある。 

（5） 応募に際し必要な費用は，応募事業者の負担とする。 

（6） 提案書は，原則として返却しない。 

（7） 応募事業者が提出する提案書類の著作権は，応募事業者に帰属する。ただ

し，提案書の公正性，透明性及び客観性を確保するために必要があるときに限
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り，公表することがある。また，提案書は，優先交渉権者の特定を行う作業に

必要な範囲において，複製を作成することがある。 

（8） 提案書の作成のために本学より受領した資料は，本学の了解なく公表又は他の

目的のために使用することはできない。 

 

７ 辞退届の提出 

応募事業者及び優先交渉権者が辞退する場合には，国立大学法人琉球大学上原キ

ャンパス事務部管理課調達第二係宛てに辞退届を提出すること。なお，共同応募の

場合は，応募代表者が提出すること。 
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Ⅵ 契約書の締結 
 

１ 基本協定書の締結 

（1） 基本協定書の締結 

本学は，優先交渉権者と協議を行い，協議の結果，両者が合意に至った場合には

当該優先交渉権者と基本協定書を締結する。合意に至らなかった場合には，次点者

との協議を開始する。 

（2） 契約書の締結に向けた協議 

本学及び優先交渉権者は，基本協定書締結後，事業契約書の締結に向けて次の事

項について協議を行う。 

① 事業体制 

② 提案内容の確認 

③ 基本設計 

④ 実施設計 

⑤ 施設等の建設工事・工程に関する具体的な条件 

⑥ 施設維持管理の詳細内容 

⑦ 運営に関する具体的な条件 

⑧ 事業計画を進めるに当たっての双方の義務及び費用負担 

⑨ その他，本学が必要と認める事項 

（3） 契約不成立となった場合の費用負担 

基本協定書締結後，本学及び優先交渉権者のいずれの責にも帰さない事由により，

事業契約の締結に至らなかったときは，別途書面による合意がある場合を除き，本

学と優先交渉権者が本事業の準備に関してすでに支出した費用等については，各自

が負担とするものとする。 

 
２ 事業契約書の締結 

本学及び優先交渉権者は，基本協定書に沿って実施設計及び詳細条件等について

協議し，双方合意に至った場合は，その協議結果を基に事業契約書を締結する。 

 

３ 契約の条件 

（1） 契約の履行 

事業者は，事業契約書に定める期日までに当該事業を開始すること。 

（2） 債務不履行に対する措置 

① 事業者の債務不履行に対する措置 

事業期間中，次に掲げる場合は，本学は事業者に対して書面により通知し

た上で，本契約の全部を終了させることができる。 
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i. 事業者が本事業を放棄し，３日間以上にわたりその状態が継続したとき。 

ii. 事業者が破産，会社更生，民事再生又は特別清算の手続き（その他，今後新

たに創設されるこれらと同種の手続き。）によって，その申し立てを決議したと

き又は第三者（事業の取締役を含む。）によって申し立てがなされたとき。 

iii. 事業者が業務について，著しい虚偽報告を行なったとき。 

iv. 事業者が事業契約に違反し，その違反により事業契約の目的を達すること

ができないと本学が認めたとき。 

v. その他事業契約を継続し難い重大な背信行為があったと本学が認めるとき。 

② 違約金に関する条項 

i. 事業者の債務不履行により事業契約が解除された場合，事業者は別途事業

契約に定める額を違約金として本学に支払わなければならない。 

ii. 事業者の債務不履行による契約解除に基づく本学の損害額が，別途契約に定

める違約金の額を上回るときは，その差額を本学の請求に基づき支払わなけ

ればならない。 

（3） 第三者に及ぼした損害等 

本事業を実施するにあたり，第三者に損害を及ぼした場合は，事業者がその損

害を賠償しなければならない。ただし，その損害のうち本学の責に帰すべき事由

により生じたものは，本学が負担する。 

（4） 業務内容の変更 

当初定めた業務内容について，追加，変更等を行う場合は，本学と事業者の協

議のうえ，行うものとする。 

（5） 施設利用の制限 

事業者は，事業契約に定めた目的以外に施設等を利用することはできない。 
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Ⅶ 参考事項  

 
１ 病床数 

６２０床（新病院移転時に２０床の増床予定） 

 

２ 病院職員数  

１，９４６人（令和４年５月１日現在，非常勤職員含む） 

  

３ １日平均入院患者  

４４２人（令和３年度）  

 

４ １日平均外来患者  

１，１３２人（令和３年度）  

 

５ １日平均院外処方箋枚数 

４９４枚（令和３年度）  

 

６ 病床稼働率 

７３．７％（令和３年度）  

 

７ 平均在院日数  

１２日（一般病床）（令和３年度）  

 

８ 学生数 

１，１９８人(上原キャンパス（令和４年５月１日現在）) 


